
従業員数５０人未満の事業場の事業主様 

～従業員の健康管理～ 

保健師が無料で訪問支援します 
    

 健康診断結果に基づく保健指導 

 健康相談（心配事・メンタルヘルス含む） 

 健康に関する講話（セミナー） 

 治療と仕事の両立支援 

 

 

 

そもそも従業員の

健康管理ってどう

すれば？ 
 

 

健康診断の結果が

良くなかったのに

そのまま・・・。 
 

 

心身の健康につい

て従業員に話して

欲しい。 

 

元気のない従業員

がいるのだけれ

ど・・・。 

 

 

病気で長期に休む

必要のある従業員

がいるけれど？ 

  

     

 

ご希望される場合は、 

群馬産業保健総合支援センターまで 

ご連絡ください。 

 

 

 

ご担当者様に 

ご案内のご連絡をさせていただくことが 

ありますのでご検討ください。 

 

お問合せ 

・ 

お申し込み先 

群馬産業保健総合支援センター 

〒371-0022 前橋市千代田町１－７－４ 群馬メディカルセンター2 階 

TEL：027-233-0026 FAX：027-233-9966 

HP：http:// www.gunmas.johas.go.jp 
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　１　就業する事業場は５０人未満です。

　２　健康相談・面接指導は治療目的ではないことを理解しています。

　３　本事業の実施に必要な個人情報の提供について同意します。

※

※

※

　群馬産業保健総合支援センター

　　　　〒371-0022　前橋市千代田町１－７－４　群馬メディカルセンター2階

　　　　TEL：027-233-0026　FAX：027-233-9966

お問合せ
・

お申し込み先

　　　　HP：http:// www.gunmas.johas.go.jp

フリガナ

所  在  地

労働者数

事業内容

担  当  者

本社、親企業

等の情報※

事業場名

 申し込み事業場が、企業の支店･営業所･工場や子会社等の場合、当該企業又は親企業の情報を記入して下さい。

 なお、本事業は企業規模で常時50人未満の小規模事業場を優先的に対応いたします。

 労働者本人からの申し込みの場合は、担当者欄の職名に本人と記入いただき、氏名を記入して下さい。

 本用紙に記載された個人情報は、産業保健活動総合支援事業の目的以外には使用いたしません。

□ □

□

希 望 月 日 第一希望 ： 20　　　年　　　月　　　日　、 第二希望 ： 20　　　年　　　月　　　日

そ の他連絡事 項等

✽ 下記事項をご一読いただき、いずれかにチェックをしてください。
チェック欄

はい いいえ

4  治療と仕事の両立支援
（対象者

□

□ □

相 　 談  　内 　 容

（希望するものに○）

1  健康診断結果に基づく保健指導 （対象者

2  健康相談（心配事・メンタルヘルス含む） （対象者

3  健康に関する講話

5  その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） （対象者

名、内専属産業医

（対象者

企業全体の労働数

本社、親企業等の産業医数 （産業医

職  名： 　

氏  名： 　

電  話： FAX：

本社、親企業等の名称

事業場の属する本社、親企業等の労働数

保健師による訪問支援利用申込書

　　　　年　　　　月　　　　日

 〒　　　　　　　　

　（男： （女： （計：


